
那須塩原市内に住所を有し、有効期限の残る運転免許の 

全てを自主的に返納した方 
 

 

共通乗車券 20,800円分及び事業利用者証を交付します 
・共通乗車券はゆーバス、ゆータク、市内を始発又は終着する民間路線バス及びタクシーで利用できます 

・１回乗車時に利用料金内であれば何枚でも使用できます（差額分のつり銭は受け取れません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・共通乗車券、事業利用者証の有効期限は交付の日から１年間です 

・共通乗車券、事業利用者証の交付回数は１回限りです 

・高齢者外出支援タクシー又は福祉タクシー利用券の対象者は本事業の対象とはなりません 

・自主返納以外の理由により運転免許が取消となった方は本事業の対象とはなりません 

・運転免許の更新をしなかった（有効期限が切れた）方は本事業の対象とはなりません 

運転に不安を感じている人の運転免許証の自主返納を支援することで、

公共交通の利用を促し、交通事故を減らすことを目的としています。 

【那須塩原市民の方へ】 

運転免許証の自主返納を支援します！！ 

支援の目的 

支援の内容 

注意 

対象者 

本庁交通防犯課（電話番号：0287-62-7127） 

西那須野支所（電話番号：0287-37-5105） 

塩原支所（電話番号：0287-32-2911） 

箒根出張所（電話番号：0287-35-2511 

申請窓口 

【自主返納者本人が申請する場合】 

・運転免許取消通知書 

・本人確認書類 
（運転経歴証明書、マイナンバーカード、健康保険証など） 

【代理人が申請する場合】 

・運転免許取消通知書 

・代理申請者の本人確認書類 
（運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど） 

申請に必要なもの 

注意 

・免許センター 

・各警察署 

①免許返納 

 

申請の流れ 

市役所 
②取消通知書 ④共通乗車券交付 

➂申請 

申請者 

令和６年５月改訂 



 

様式第３号（第５条関係） 

 

運転免許証自主返納者支援事業利用者証交付申請書 

                      ○○年△△月□□日 

那須塩原市長 様 

申請者   住所 那須塩原市共墾社１０８番地２ 

氏名 那塩 一太郎  

電話 〇〇〇〇 ( ×× ) △△△△ 

                （代理申請の場合）自主返納者との続柄（ 子 ） 

 

那須塩原市運転免許証自主返納者支援事業実施要綱第５条の規定により、次のとおり支援について申請しま

す。 

 

  運転免許証自主返納者 

ふりがな 

氏 名 

なしお たろう       
生年 

月日 

○○年 △月  ××日 
 

(〇〇歳) 那塩 太郎 

住 所 

〒〇〇〇－×××× 

 

那須塩原市〇〇町××番地△ 

制度対 

象確認 

・障害者福祉タクシー券    （ 対象 ・ 対象外 ） 

・高齢者外出支援タクシー券  （ 対象 ・ 対象外 ） 

添 付

書 類 

・取消通知書及び本人確認書類の写し 

・取消通知書及び代理申請者の本人確認書類の写し（代理申請の場合） 

 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

（以下の欄には記入しないでください。） 

申請受付日         交付決定日         交付番号        

有効期限    年  月  日 

 

申請書記載例 

申請者の住所、氏名等を記載します。 

代理申請の場合は代理の方が申請者

となりますので代理の方の住所、氏名

等を記載してください。 

申請日を記載します 

自主返納をされた方の住所、氏名等を記載してください 


